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事　　　　項 時　　　　期 備　　　　考

説 明 会 令和5年10月3日 出席者　６６名

事 前 協 議 令和5年10月23日

事 前 協 議 回 答 令和5年11月16日

案 の 縦 覧
令和5年11月27日から
令和5年12月11日まで

縦覧者　１名
意見書提出（有・無）

市町村都市計画審議会 令和6年2月22日

知 事 へ の 協 議 令和6年3月上旬

知 事 回 答 令和6年3月中旬

決 定 告 示 令和6年3月下旬

都市計画決定手続きのスケジュール
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意見書の要旨及び意見に対する市の見解
東三河都市計画第⼀種市街地再開発事業の決定（縦覧期間：令和５年１１⽉２７⽇〜令和５年１２⽉１１⽇）

意見書の要旨 意見に対する市の見解
１．都市計画に関すること
 ①建築物の建築面積の最低限度について
 令和5年6月16日に開催された再開発準備組合による権利者への説明会では、建築面積の最低
限度は150m2として説明していたため、150m2にするべきと考えます。

 建築物の建築面積の最低限度は、都市計画法や建築基準法のほか、当地区における敷地規模
の形状、容積率の最高限度等総合的に勘案し、200m2に設定しました。

 ②壁面の位置の制限について
 壁面の位置の制限を設けることで受けられる容積率の緩和は、建築物の高層化に繋がり、周
辺への日影や電波障害などの影響範囲を広げてしまいます。また、歩行者の通路が広がること
で、歩道上への放置自転車や違法駐車、放置ゴミなど市街地環境の悪化も懸念されるため、壁
面の位置の制限を2mから1mに変更するべきと考えます。

 容積率の緩和とそれに必要な壁面の位置の制限は、当地区が中心市街地の中核を担う商業集
積地として、高度利用と都市機能の集積を図るために行うものであり、国土交通省の通達に基
づき設定しました。

２．その他

 ①周辺道路のインフラ整備について
 地区に隣接する道路の無電柱化や上下水道管の更新等、市街地再開発事業と一体となってイ
ンフラ整備を進めることが必要だと考えます。

 隣接する道路等のインフラ整備については、施行者に対し、関係機関と調整するよう働きか
けていきます。

 ②施設計画について
 高層建築物としての耐震性が不十分であり、災害時の防災拠点としての機能がありません。
また、高齢化対策や賑わい創出の手法も不明確です。

 具体的な施設構成や設備については、今後施行者が検討していくものです。
 賑わい創出については、都市拠点である豊橋駅周辺のにぎわいに寄与するよう、今後施行者
と連携しながら検討していきたいと考えています。
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